
モニタリング総合評価表（令和6年度分）
令和 7 年 5 月 23 日

： 高丘霊葬場
： イージス・グループ有限責任事業組合
： 環境衛生部　環境生活課
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評価
特優・優・普通・劣・特劣

モニタリング項目

事業計画の内容に従い、適切に施設の管理運営が行われたか。
（10点）

施設利用者数の増加、利用率の上昇、利用者利便性の向上など
の目標は達成されたか。（0点）

（上記以外の施設　配点10点）
施設の設置目的にあった成果は上がっているか（目標値を設定
していないその他の施設）。

１　事業計画の達成度（配点30点）
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指定管理者名
施 設 名

適正な人員配置及び職員の管理体制は適正か。（5点）
安全対策（事故防止等）は十分だったか。（5点）

職員の能力向上に向けた取組は行われたか（研修等）。（4点）

自主事業は計画どおり行われたか。（5点）
地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携に向けた取組
が行われているか。（5点）

利用者の満足が得られているか。（10点）

利用者の意見・要望の把握は適切に行われているか。（7点）
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施設の平等な利用等について、適切に処理されているか（使用
料の減免、還付含む。）。（1点）
利用者の個人情報等について適正に管理が行われていたか。（1
点）

収入増加のための取組はされているか。（0点）

一部業務の再委託に要している経費は、適切な水準か。また、
経費が最小となるような取組はされているか。（8点）

経費の低減が図られているか。またその取組は十分か。（12
点）

利用者の意見・要望・苦情への対応は十分行われたか。（7点）
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５　地域貢献（配点6点）

6 4.8 3 1.2 0
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点 点

【評価基準】配点×掛け率＝評価点

総合評価

〈　4 適正な管理運営において不適がある場合、その理由と今後の対応について　〉

掛け率
評　価

3

大変優れている

　事業計画書の内容（目標）に沿って適正に管理運営が行われ、モニタリングの結果
においても特に問題がないと認められる。

総合点数（100点満点）

総合点数（103点満点）
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0

74.1
【加点項目】法人等が障害者雇用率を達成しているか。（3点）

適

　管理運営の状況が事業計画書の内容（目標）を大幅に下回り、モニタリングの結果
からもかなりの部分において改善が必要と認められる。

Ｅ：0点以上30点未満

D：30点以上50点未満

C：50点以上65点未満

B
　事業計画書の内容（目標）を上回る取組が実行されるなど、モニタリングの結果に
おいても極めて優れていると認められる。
　事業計画書の内容（目標）どおり又はそれ以上の取組が実行されており、モニタリ
ングの結果においても優れていると認められる。
　事業計画書の内容（目標）の取組が概ね実行されており、モニタリングの結果にお
いても良好と認められる。

B：65点以上80点未満

Ａ：80点以上90点未満　

ＡＡ：90点以上

　事業計画書の内容（目標）に一部未実施（未達成）があるなど、管理運営において
計画の内容を下回っており、モニタリングの結果においても一部改善点ありと認めら
れる。

適

適

0.50.8 00.2

1

1

B4.8

適

雇用・資材調達・再委託等、地域貢献に努めているか。（6点）

1
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全く劣っている劣っている普通優れている

法令・協定書等を遵守し、適正管理が行われているか。（1点）

書類・備品等の管理は適正に行われているか。（1点）

施設・設備等の法定点検及び保守は、適正に行われているか。
（1点）

収支の状況に不適切な点はないか（収支計画との乖離など）。
会計処理は適切か（1点）



≪総評≫

指定管理者セルフモニタリングの結果

〈　総合評価結果とセルフモニタリング結果との差異など。セルフモニタリングに対する評価　〉

優遇措置について
　〈当該指定管理者の総合評価結果の経過〉

※ 指定管理期間が５年の場合は、管理開始初年度から４年目まで評価（ＡA～E）を記入
※ 指定管理期間が４年の場合は、管理開始初年度から３年目まで評価（ＡA～E）を記入
※ 指定管理期間が３年の場合は、管理開始初年度から２年目まで評価（AＡ～E）を記入
※ 指定管理期間が２年の場合は、管理開始初年度の評価（AＡ～E）を記入

※　次期指定管理者選考時における優遇措置の要否

評価点 80.8 79.9 79.2

否

78.5

人生の終焉の場として利用されるため、心情を考慮し、丁寧な応対をされている。
設備の不具合が生じた際は、利用者の利便性と施設の安定稼働を考慮し、迅速に原因を究明し、早急な修繕を実施
している。
令和３年度から実施している友引日の臨時開場を令和６年度も実施し、利便性の向上に努めている。

総評のとおり、接遇については、利用者の心情を考慮し、丁寧に対応していることから評価できる。

６段階評価
年度 年度 年度 年度

A B B
平均点

74.1
B
6年度

★★★★☆


